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【基本事項】1．マニュアル策定の背景と目的 

 マニュアル策定の背景と目的

（ ） 背景

日本は地震多発地帯であり、歴史的に多くの大地震が発生している。その
度に、各種震災対策の見直しが行われ、住民の防災意識が強化されてきた。

一方で都市部に関しては、中小規模の地震は頻発してはいたが、１９２３
（大正１２）年の関東大震災や１９４４（昭和１９）年の昭和東南海地震以降、
広域にわたる大地震は発生していなかった。そのため、防災意識の希薄化と
ともに、都市型地震の発生による大きな被害が危惧されていた。

１９９５（平成７）年に発生した阪神・淡路大震災では、６千人を超える死
者や１０万棟を超える住家被害等、甚大な被害を残すこととなった。

さらに、２０１１（平成２３）年３月１１日に発生した東日本大震災では、
広域にわたる地震の揺れと巨大な津波の発生により、多くの人命と財産を一
瞬と言っていいほどのうちに奪い去った。加えて、原子力発電所の全電源停
止による放射能災害という、いまだ人類が経験したことのない複合災害をも
たらした。沿岸部の自治体においては、津波等により庁舎や職員も甚大な被
害を受け、行政機能が停止するという事態に陥った市町村も少なくなく、そ
の後の応急・復旧・復興活動に大きく影響を与えている。

この震災では、区においても最大震度５強の揺れが発生し、揺れの被害の
ほか、液状化による被害、公共交通機関の停止による帰宅困難者の大量発生
など、区においても多くの課題を浮き彫りにした。

東日本大震災から２年が経過した現在において、被災地には被害の爪痕が
いまだなお残り、復興の入り口に立ったばかりの自治体や、いまだ故郷へ帰
ることも許されない状況の自治体もあるのが実態である。

東日本大震災での教訓を受け、国や都では、これまでの被害想定の見直し
を行ってきた。都は、平成２４年４月１８日に新たな首都直下地震等による
東京の被害想定を公表し、この結果を踏まえて地域防災計画を修正し、必要
な対策を強力に推進することで、東京の防災力を高度化していくとしてい
る。

これらの災害では、震災対策のあらゆる面で課題が浮き彫りとなったが、
特に震災復興に関する行政対応については、次の教訓を残した。
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【基本事項】1．マニュアル策定の背景と目的 

その中でも、行動手順のマニュアル化については、阪神・淡路大震災以降
も日本各地で発生している大地震の度に、策定の必要性が重要視されてい
る。

（ ） 目的
区は、発生が懸念される首都直下地震等の大規模地震が発生した場合にお
いても、区民の生命および財産を守り、できる限り速やかに区民の生活を取
り戻すことを目的に、区としての復興の行動手順をあらかじめまとめた「江東
区震災復興マニュアル」を策定し、速やかな復興を実現するために、普段から
進めていくこととする。

① 震災から復興するには長い時間を必要とすること。
② 復興対策は、広範囲に実施していかなければならないこと。
③ 事前の備え（計画の策定、行動手順のマニュアル化、訓練の実施等）
を怠ることで、いざという時の意思形成が遅れ、更に復興が困難とな
ること。
④ 復旧・復興に係る施策の取組においても、必要に応じて女性や災害
時要援護者の意見を取入れ、十分な配慮をする必要があること。
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【基本事項】2．マニュアルの対象 

 マニュアルの対象

（ ） 対象とする災害  
本マニュアルは、区に大きな被害を及ぼし、地域・生活再建への一定の取
り組みが必要となる地震災害を対象とする。想定する地震は、都防災会議が
平成２４年４月１８日に公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」に
おける「東京湾北部地震」とする。
なお、地震の条件及び区内の主な被害想定は以下のとおりである。

前 提 条 件       内   容
震 源 地 東京湾北部
地震発生時 冬の夕方１８時 風速８ｍ／秒
地震の規模 Ｍ７３ 震源の深さ２０～３５ｋｍ
人 口 等 夜間人口：４６０８１９人 昼間人口：４９０７０８人

区
内
の
主
な
被
害
想
定

最大震度：７
死 者：４４９人
負 傷 者：１０１６４人
物的被害 ゆれ・液状化等による建物全壊：８０１０棟 ※

 地 震 火 災 （ 焼 失 ）：３５３６棟
〔ライフライン〕
電 力 施 設（停 電 率）：４３４％

通 信 施 設（不 通 率）：７６％
ガ ス 施 設（供給停止率）：３４１～１０００％
上水道施設（断 水 率）：７６５％
下水道施設（管きょ被害率）：２７９％
帰宅困難者：１７８０７８人
避 難 者 数：２３３７６２人（うち避難生活者数：１５１９４５人）
閉じ込めにつながり得るエレベータ停止台数：４４０台
震災廃棄物：２７５万トン

※ 区における建物全壊被害については、急傾斜地崩壊によるものがゼロのため、ゆれ・液
状化以外の原因は含まれていない

（ ） 対象とする業務  
本マニュアルは、「復興対策」の業務に加え、復興に影響を与える「応急対
策」「復旧対策」の業務についても対象とする。
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【基本事項】3．マニュアルの位置づけ 

 マニュアルの位置づけ

本マニュアルは、「江東区基本構想」「江東区長期計画」を踏まえた「江東
区地域防災計画」及び「江東区震災復興事業の推進に関する条例」を具体化し、
大地震発生直後から復興に向けて、区の行うべき行動や事業を分野別に整理、
その手順を示したものである。
作成にあたり、都が示す「区市町村震災復興標準マニュアル」及び「東京都
震災復興マニュアル」を参考に、「江東区事業継続計画」、「江東区職員防災
マニュアル」、「関係各課作成の業務マニュアル」との整合を取りながら整備
した。

江東区震災復興マニュアルの他計画等との関連イメージ 

江東区震災復興 
マニュアル 

各部課作成の 
業務マニュアル 

区市町村震災復興 
標準マニュアル 

江東区基本構想 

江東区長期計画 

江東区地域防災計画 

東京都 
震災復興マニュアル 

江東区職員防災 
マニュアル 

江東区 
事業継続計画 

江東区震災復興事業
の推進に関する条例 

本 編 資料編 

 今後整備が
必要なもの整合を取るもの 具体化したもの 参考にしたもの
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【基本事項】4．マニュアルの構成 

 マニュアルの構成

本マニュアルは、本編と資料編の２部構成とし、本マニュアルで扱う業務
を、５つの章に区分している。５つの章の主な内容は次に示すとおりである。

第１章 復興体制の構築 都市・住宅・くらし・産業等、それぞれの対策
を実施するうえで基盤となる対策をまとめた章

第２章 都市の復興 都市計画事業等の流れに沿って行う都市復興に
関する対策をまとめた章

第３章 住宅の復興 被災した区民がいち早く安心して暮らせるため
の住宅確保に関する対策をまとめた章

第４章 くらしの復興 被災した区民が地域での生活を取り戻すための
医療・福祉・保健に関する対策をまとめた章

第５章 産業の復興 事業所や観光等、地域の産業が復興に至るまで
の対策をまとめた章

（ ） 本編
本編は、本マニュアルで扱う業務を一覧化した全体プロセスと、業務を個
別にまとめた業務マニュアルで構成される。

①  全体プロセス
全体プロセスは、本マニュアルで扱う全ての業務の流れや関連性がひと目
で把握できるよう一覧化したものである。
地震発生直後から発災後約２年の期間を「避難生活期」「復興始動期」「本格

復興期」の大きく３つに区分し、業務の「開始時期」「実施期間」「業務間の関
連」を視覚的に分かりやすい形で整理している
また、全体プロセスから該当する業務のページを参照しやすいよう、業務
ごとに実施担当と本編のページ番号を示している。

②  業務マニュアル
業務マニュアルは、本マニュアルが扱う業務ごとに、職員がそれぞれの部
課において果たす役割と手順をまとめたものである。
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【基本事項】5．マニュアルの管理・見直し 

具体的には、「実施担当」「更新担当」「業務概要」「事前対策」「様式」「関
連資料」「都の支援体制」「行動プロセス」「行動手順」の項目を設け、業務ご
とに整理している。
行動手順は、「実施時期」「実施担当」「行動内容の詳細」をまとめ、業務実
施上の留意事項やノウハウがあるものは「ポイント」として掲載している。
行動プロセスは、行動手順の「実施時期」「実施期間」を視覚的に分かりや
すい形で整理している。

（ ） 資料編
資料編は、本マニュアルで扱う業務ごとに、使用する様式や、参考となる
資料をまとめたものである。

 マニュアルの管理・見直し

本マニュアルは、現時点で想定される事態や現在の制度的枠組みに基づき
作成されたものであるため、復興及び復興に関連する業務に影響があるよう
な環境の変化があれば、速やかに本マニュアルを見直すこととする。
また、年間を通じて、全庁的に取り組むＢＣＭ活動において、地域防災計
画やＢＣＰとの整合を図りながら本マニュアルの見直しを行い、最新の情報
を維持するものとする。
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【基本事項】災害対策本部と震災復興本部の関係 

災害対策本部と震災復興本部の関係

「災害対策本部」とは、災害
対策基本法に基づき、災害の
発生またはその恐れがある場
合の災害応急対策を推進する
ために設置されるものである。
震災発生直後から応急・復旧
対策を臨時的、かつ、機動的
に実施することを主な目的と

している。
一方、「震災復興本部」とは、
区条例を根拠に設置し、災害応急対策が一段落した段階で、都市復興や区民
生活の再建などの生活復興に関する対策を長期的かつ計画的に実施すること
を主な目的としている。
なお、災害対策本部が所掌する事務事業で、震災復興にも関連する部分に
ついては、両本部が緊密に連携し、対応することとなる。

表 取り組まなければならない代表的な対応事項例 

対応事項 災害対策本部 
（被災直後～概ね２か月） 

震災復興本部 
（被災後１週間～数年） 

情報収集 
・公共施設の被害把握 
・被害概況の調査 
・応急危険度の判定 

・被害状況の調査 
・家屋被害データベースの作成 
・被災者生活実態調査（地域福祉需要調査） 
・商店街・事業所の被害調査 
・区民生活の復興支援のための各種調査 

がれき処理 ・道路、公共施設の処理 ・民間施設の処理の支援 

応急住宅の提供 ・応急仮設住宅用地の確保から 入居まで 
・復興住宅の建設、仮設住宅 
入居者に対する生活支援 

施設の復旧 ・応急復旧 ・恒久的な復旧、再建 

用地の調整 ・応急的な用地の調整 ・時間的な需要の変化を考えた 
用地の調整 

り災証明  ・り災証明書の発行 

図 災害応急業務と震災復興業務の時間的変化 

【トピック】
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全体プロセス表の見方 

全体プロセス表の見方 

全体プロセス表は、業務マニュアルの章立てに合わせて業務を一覧化している。業務

ごとの実施担当課や本編の参照先のページ番号のほか、業務ごとの開始時期・実施期間

の概要や、業務間の関連が把握できる。 

 

 

 
 
 
 

※ 関連する業務が別のページにある場合 

更新担当課 

◎：業務の 
主担当課 
を表す 

業務の関連 

：業務に関連が 
あることを表す 

業務の開始時期・実施期間 

：2 年以内に終了する業務を表す 
（右端が終了時期） 

：2 年以上継続する業務を表す 

関連する業務が別のページにある場合は、 
「□章番号-節番号-項番号．業務名」 

という形式で、参照する業務を表している。 
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全体プロセス　【第１章】 復興体制の構築
◎：更新担当課

 避難生活期 復興始動期  本格復興期

発災 1h 3h 6h 12h 24h 48h 72h 1週間 2週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年

1 震災復興本部の設置
◎企画課、総務課、危機管理
室、都市計画課、管理課

P.32

2 震災復興本部の運営
◎企画課、総務課、危機管理
室、都市計画課、管理課

P.35

1
家屋・建築物の被害概況の把
握
（ざっくり調査）

区民課、都市整備部全課（◎
建築調整課）

P.37

2 被災建築物の応急危険度判定
区民課、都市整備部全課（◎
建築調整課）

P.39

3
り災証明発行支援のための住
家被害状況調査

区民課、都市整備部全課（◎
まちづくり推進課・住宅課）

P.42

4
住民の被害・被災者の生活実
態の把握

経済課、区民課、◎福祉課、
高齢者支援課、介護保険課、
障害者支援課

P.45

5
区有施設（建築物）の被害状
況（概況）把握

◎営繕課、各施設所管課 P.48

6
区有施設（建築物）の応急危
険度判定の実施

◎営繕課、各施設所管課 P.50

7
区有施設（建築物）の被災度
区分判定の実施

◎営繕課、各施設所管課 P.53

8
区管理土木施設の被害状況
（概況）の把握

土木部全課（◎管理課） P.55

9
区管理土木施設の復旧優先度
判定の実施

土木部全課（◎管理課） P.57

10
区管理土木施設の維持・復旧
を行う

土木部全課（◎管理課） P.59

11 まちの復旧・復興状況の把握
◎企画課、総務課、危機管理
室、都市計画課、建築課、管
理課、施設管理者

P.61

12 住民生活の再建状況等の把握
経済課、区民課、◎福祉課、
高齢者支援課、介護保険課、
障害者支援課、関係各課

P.65

1 り災証明発行の準備
経済課、◎区民課、まちづく
り推進課、住宅課、関係各課

P.67

2 り災証明の発行
経済課、◎区民課、まちづく
り推進課、住宅課

P.70

章 節 項

1

1

被害状況及び
復旧・復興状
況の把握

り災証明の発
行

3

ページ

震災復興本部
の設置

実施担当課

2

 2年以上継続する業務  2年以内に終了する業務（右端が終了時期） 

□２-１-２．第一次建築制限の実施（無秩序な建築の制限） 

□2-２-２．第二次建築制限の実施 
      （復興計画の合意形成のための時間確保） 

□2-1-4．復興対象地区の設定（復興のための地区区分） 

□３-１-３．       住宅の全体必要量の算出 

□３-１-３．住宅の全体必要量の算出 

□３-１-３．住宅の全体必要量の算出 
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全体プロセス　【第１章】 復興体制の構築
◎：更新担当課

 避難生活期 復興始動期  本格復興期

発災 1h 3h 6h 12h 24h 48h 72h 1週間 2週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年

4
震災復興計画
の策定

1 震災復興計画の策定
◎企画課、財政課、総務課、
都市計画課、管理課、関係各
課

P.72

1 財政方針の策定 ◎財政課、経理課、関係各課 P.75

2 財源の確保 ◎財政課 P.77

3 復興基金の創設 財政課、◎総務課 P.79

6
人的資源の確
保

1 人的資源の確保 企画課、◎職員課、関係各課 P.81

7
用地の確保・
調整

1 用地の確保・調整 経理課、◎防災課、関係各課 P.83

1 がれき等の処理の準備
温暖化対策課、環境保全課、
◎清掃リサイクル課、清掃事
務所

P.85

2 がれき等の処理の実施
温暖化対策課、環境保全課、
◎清掃リサイクル課、清掃事
務所

P.89

1 復興関係広報の実施 ◎広報広聴課 P.92

2 被災者総合相談所の設置 ◎広報広聴課 P.94

1 学校教育施設の再建 ◎学校施設課 P.97

2 授業の再開等 庶務課、学務課、◎指導室 P.100

1 文化・社会教育施設等の再建
◎文化観光課、スポーツ振興
課、江東図書館

P.104

2 文化財の復旧・復興支援 ◎文化観光課 P.107

1 地域活動の支援 ◎地域振興課 P.110

2 外国人への支援 ◎地域振興課 P.112

3 ボランティア等の活動支援 ◎福祉課（社会福祉協議会） P.114

4 医療ボランティアの派遣 ◎健康推進課 P.116

5
区民と区が連携した防犯対策
の実施

◎危機管理課 P.118

13 消費生活 1 消費生活相談等の実施 ◎経済課 P.120

文化・社会教
育

12 地域への支援

1

5
財政方針の策
定

8
がれき等の処
理

9
広報・相談体
制

10 学校教育

11

ページ章 節 項 実施担当課

 2年以上継続する業務  2年以内に終了する業務（右端が終了時期） 

□2-１-３．時限的市街地の建設・運営（暫定的な生活復興の場の確保） 

□２-２-１．都市復興基本計画（骨子案）の策定（都市復興の概略見取り図） 
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全体プロセス　【第２章】 都市の復興
◎：更新担当課

 避難生活期 復興始動期  本格復興期

発災 1h 3h 6h 12h 24h 48h 72h 1週間 2週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年

1
都市復興基本方針の策定
（都市復興に取り組む行政の
姿勢の明示）

◎都市計画課、まちづくり推
進課、住宅課、建築課、土木
部全課

P.124

2
第一次建築制限の実施
（無秩序な建築の制限）

◎都市計画課、まちづくり推
進課、建築課、土木部全課

P.126

3
時限的市街地の建設・運営
（暫定的な生活復興の場の確
保）

経済課、◎都市計画課、まち
づくり推進課、住宅課、建築
課、土木部全課

P.129

4
復興対象地区の設定
（復興のための地区区分）

◎都市計画課、まちづくり推
進課、建築課、土木部全課

P.132

1
都市復興基本計画（骨子案）
の策定
（都市復興の概略見取り図）

◎都市計画課、まちづくり推
進課、建築課、土木部全課

P.135

2
第二次建築制限の実施（復興
計画の合意形成のための時間
確保）

◎都市計画課、まちづくり推
進課、建築課、土木部全課

P.138

3
復興まちづくり計画等の策定
（復興事業のためのまちづく
り計画、都市計画）

◎都市計画課、まちづくり推
進課、建築課、土木部全課

P.141

4
都市復興基本計画の策定
（都市復興の全体見取り図）

◎都市計画課、まちづくり推
進課、建築課、土木部全課

P.144

3
復興事業計画
等の確定、復
興事業の推進

1
復興事業の推進（復興事業計
画の策定、復興事業の円滑な
実施）

都市計画課、◎まちづくり推
進課、土木部全課

P.146

実施担当課章

2

2
都市復興基本
計画の策定

ページ

1
都市復興基本
方針の策定

節 項

　2年以上継続する業務  2年以内に終了する業務（右端が終了時期） 

□１-２-３．り災証明発行支援のための住家被害状況調査 

□１-２-１．家屋・建築物の被害概況の把握 （ざっくり調査） 

□１-２-３．り災証明発行支援のための住家被害状況調査 

□１-７-１．用地の確保・調整 

□３-２-３．応急仮設住宅等の建設等 

□５-２-３．賃貸型共同仮設工場・店舗の設置・提供に向けた検討体制の整備等 

□１-４-１．震災復興計画の策定 
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◎：更新担当課

 避難生活期 復興始動期  本格復興期

発災 1h 3h 6h 12h 24h 48h 72h 1週間 2週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年

1
区営住宅の被災度区分判定の
実施

営繕課、◎住宅課、建築調整
課

P.150

2 住宅復興計画の策定 ◎住宅課、建築課 P.152

3 住宅の全体必要量の算出
都市整備部全課、区民課（◎
住宅課）

P.154

4
応急的な住宅の供給可能量の
算出・供給量の算定

まちづくり推進課、◎住宅課 P.156

5
恒久的な住宅の供給可能量の
算出・供給量の算定

まちづくり推進課、◎住宅課 P.158

1 被災住宅の応急修理 ◎建築課 P.160

2
一時提供住宅の提供に係る要
請・確保

まちづくり推進課、◎住宅課 P.163

3 応急仮設住宅等の建設等
経理課、区民課、都市整備部
全課（◎建築課）

P.165

4
入居者の募集・選定・入居手
続

まちづくり推進課、◎住宅課 P.169

5 応急仮設住宅入居者の管理 まちづくり推進課、◎住宅課 P.172

6 一時提供住宅入居者の管理 まちづくり推進課、◎住宅課 P.175

1 マンションの再建に対する支援◎住宅課、建築課 P.177

2
定住促進に向けた住宅再建・
生活再建支援

まちづくり推進課、◎住宅課 P.180

3 民間住宅の供給支援 ◎住宅課、建築課 P.182

4
民間賃貸住宅入居者に対する
支援

まちづくり推進課、◎住宅課 P.184

5
住まい・まちづくり活動への
支援

まちづくり推進課、◎住宅課 P.186

6 まちづくりとの連携 まちづくり推進課、◎住宅課 P.188

7 情報提供・相談体制の整備 ◎住宅課 P.190

1 区営住宅等の補修・補強
営繕課、まちづくり推進課、
◎住宅課

P.192

2
公営住宅等の建替え、買取
り・借上げ

営繕課、まちづくり推進課、
◎住宅課

P.194

3
公営住宅等への入居者の募
集・選定

まちづくり推進課、◎住宅課 P.196

章

3

公的住宅の供
給

4

住宅復興計画
の策定

1

2
応急的な住宅
の整備

節

自力再建への
支援

3

ページ項 実施担当課

 2年以上継続する業務  2年以内に終了する業務（右端が終了時期） 

□１-２-１．      家屋・建築物の被害概況の把握 
            （ざっくり調査） 

□１-２-３．り災証明発行支援のための住家被害状況調査 
□１-２-４．住民の被害・被災者の生活実態の把握 

□２-１-３．時限的市街地の建設・運営（暫定的な生活復興の場の確保） 
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全体プロセス　【第４章】 くらしの復興
◎：更新担当課

 避難生活期 復興始動期  本格復興期

発災 1h 3h 6h 12h 24h 48h 72h 1週間 2週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年

1
医療機関の復旧状況に関する
情報提供

◎健康推進課、生活衛生課、
保健予防課

P.200

2 仮設診療所の設置支援 ◎健康推進課、保健予防課 P.202

1
福祉活動関連情報の収集（福
祉施設）

◎福祉課、高齢者支援課、介
護保険課、障害者支援課

P.204

2
福祉活動関連情報の収集（児
童施設）

◎こども政策課、子育て支援
課、保育課、放課後支援課

P.206

3 一時入所の実施（福祉施設） ◎福祉課、障害者支援課 P.208

4 一時入所の実施（児童施設）
◎こども政策課、子育て支援
課、保育課、放課後支援課

P.210

5 福祉施設の再建支援
◎福祉課、高齢者支援課、障
害者支援課

P.213

6
社会福祉法人等の施設の再建
支援（児童施設）

◎こども政策課、子育て支援
課、保育課、放課後支援課

P.215

7 在宅サービス体制の整備
◎福祉課、高齢者支援課、介
護保険課、障害者支援課

P.217

8 災害援護資金の貸付 ◎福祉課 P.219

9 災害弔慰金等の支給 ◎危機管理課 P.221

10 被災者生活再建支援金の支給 ◎福祉課、各部窓口対応担当 P.224

11 義援金等の募集、配分 ◎地域振興課 P.226

12
生活保護世帯の訪問、巡回等
による支援の実施

◎保護第一課、◎保護第二課 P.229

1 メンタルヘルスケア ◎保健予防課 P.231

2 被災住民の健康管理 健康推進課、◎保健予防課 P.233

3 防疫活動の実施 生活衛生課、◎保健予防課 P.235

4 食品・飲料水の安全確保 健康推進課、◎生活衛生課 P.237

5 動物の保護管理 ◎生活衛生課 P.239

6
公衆浴場の営業状況に関する
情報提供と再開支援

経済課、◎生活衛生課 P.242

7

生活衛生関係営業施設の営業
状況に関する情報提供と再開
支援 （理容所・美容所、ク
リーニング所及び飲食店等）

◎生活衛生課 P.244

項 実施担当課 ページ章 節

4

医療1

2 福祉

保健3

 2年以上継続する業務  2年以内に終了する業務（右端が終了時期） 
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全体プロセス　【第５章】 産業の復興
◎：更新担当課

 避難生活期 復興始動期  本格復興期

発災 1h 3h 6h 12h 24h 48h 72h 1週間 2週間 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 2年

1
緊急対応事項選定のための状
況報告

◎経済課 P.248

2
産業復興計画原案に対する都
への意見及び調整

◎経済課 P.250

1
都への人員派遣及び支援策の
検討

職員課、◎経済課 P.252

2
取引状況調査に基づく支援策
の検討

◎経済課 P.254

3
賃貸型共同仮設工場・店舗の
設置・提供に向けた検討体制
の整備等

◎経済課 P.256

4
資金需要の把握と関係金融機
関への資金準備要請

◎経済課 P.258

5
東京信用保証協会基本財産の
造成支援

◎経済課 P.260

6
新たな支援制度の事業主等へ
の周知

◎経済課 P.262

3 観光施策 1
情報の発信及び観光復興イベ
ントの開催

◎文化観光課 P.264

1
雇用状況調査の分析結果に基
づく支援策の立案等

◎経済課 P.267

2 事業者への雇用維持の周知 ◎経済課 P.269

3 求人の確保 ◎職員課 P.271

4
職業訓練施設の入校者募集の
周知

◎総務課 P.273

項 実施担当課 ページ章 節

5

産業復興方針
の策定

1

2 中小企業施策

雇用・就業施
策

4

 2年以上継続する業務  2年以内に終了する業務（右端が終了時期） 

□２-１-３．時限的市街地の建設・運営（暫定的な生活復興の場の確保） 
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業務マニュアルの見方 

業務マニュアルの見方 

業務マニュアルは、業務ごとにページを設け、業務の詳細をまとめている。業務の概

要、事前対策、準備すべき物品・データ・様式、関連資料・情報、都の支援体制、行動

手順・行動手順ごとの実施期間・行動手順実施時のポイントが把握できる。 

 
 

行動手順の開始時期・実施期間 

行動プロセス（概要）は、行動内容（詳細）
にある行動手順ごとの開始時期・実施期間
を、視覚的に表している 

：2 年以内に終了する手順を表す 
（右端が終了時期） 

：2 年以上継続する手順を表す 

業務の担当課 

実施担当課のうち、更新を担当する課が 
業務を主に担当する課である。 

対応状況 
[事前対策]、[準備すべき物品・データ・様式等]、 
[関連資料・情報等] 共通 

□：未対応の項目 

■：対応済みの項目 

行動手順のポイント 

ポイントには、行動手順を適切に実施する
ために踏まえておくべき事項や、行動上の
ノウハウ・留意事項等をまとめている 
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第１章 復興体制の構築  
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第1章　復興体制の構築

1. 震災復興本部の設置
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第1章　復興体制の構築

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実 施 期 間
　　業 務 概 要

震災復興本部を廃止する

震災復興本部の設置準備を行う

震災復興本部を設置する
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第1章　復興体制の構築
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第1章　復興体制の構築

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

2. 震災復興本部の運営

震災復興本部会議を招集する

震災復興本部会議を開催する

広報活動を行う

                       実 施 期 間
  業 務 概 要
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第1章　復興体制の構築
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第1章　復興体制の構築　

1. 家屋・建築物の被害概況の把握（ざっくり調査）
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第1章　復興体制の構築　

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

ざっくり調査結果を整理し、報告・公表する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実 施 期 間
　　業 務 概 要

家屋・建築物被害概況調査（ざっくり調査）を実施する
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第1章　復興体制の構築　

2. 被災建築物の応急危険度判定
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第1章　復興体制の構築　

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

応急危険度判定実施本部を設置する

応急危険度判定の実施体制を確保する

応急危険度判定実施計画を策定する

応急危険度判定を実施する

                       実 施 期 間
  業 務 概 要
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第1章　復興体制の構築　

付議事項(総･総務班)を行う。

判定員の確保と受け入れ体制を万全に備える。

要・優先判定施設判定区域及び要・優先判定施設を決定する。

建築調整課 必要判定員数等を積算する。

応急危険度判定実施計画を策定する。建築調整課

建築調整課

建築調整課

建築調整課 応急危険度判定実施計画を調整し、決定する。
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第1章　復興体制の構築 

3. り災証明発行支援のための住家被害状況調査
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

                       実 施 期 間
  業 務 概 要

住家被害状況調査（第一次調査）を実施する

住家被害状況調査（第一次調査）結果の集計を行う。

第一次調査に引き続き、より詳細な住家被害状況調査
（第二次調査）を実施する。

区市町村からの応援要請に基づき、住家被害状況調査に係る応援人員を派遣

区市町村が作成した家屋被害台帳を集約し、都全域について、被害状況図（GIS）
及び家屋被害台帳を作成

作成後、被害状況図を区市町村にメール等で送付するとともに、公表
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

4. 住民の被害・被災者の生活実態の把握

                       実 施 期 間
  業 務 概 要

被災者生活実態調査の実施に向け、準備する

被災者生活実態調査を実施する

被災者生活実態調査の結果を集計し、報告する
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第1章　復興体制の構築
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第1章　復興体制の構築
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第1章　復興体制の構築

5. 区有施設（建築物）の被害状況（概況）把握
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第1章　復興体制の構築

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

区有施設（施設）の被害状況（概況）調査結果を報告する

区有施設（施設）の被害状況（概況）を調査する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要
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第1章　復興体制の構築 

6. 区有施設（建築物）の応急危険度判定の実施
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

二次災害防止のための措置を行う

応急危険度判定を実施する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実 施 期 間
　　業 務 概 要

区有施設（施設）の応急危険度判定の実施体制を整備する

判定調査結果等を集約し、報告する
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

被災度区分判定調査を実施する

判定調査結果等を集約し、改築等の実施計画を作成する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  実 施 期 間
　　業 務 概 要

被災度区分判定実施体制を整備する

7. 区有施設（建築物）の被災度区分判定の実施
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第1章　復興体制の構築
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第1章　復興体制の構築

8. 区管理土木施設の被害状況（概況）の把握
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第1章　復興体制の構築

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  実 施 期 間
　　業 務 概 要

被害状況調査により概況を把握し、応急措置を行う

区管理土木施設の被害状況（概況）調査結果を報告する
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発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

二次災害防止のための措置を行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  実 施 期 間
　　業 務 概 要

区管理土木施設の巡視・巡回実施の準備を行う

区管理土木施設の巡視・巡回を実施する

判定調査結果等を集約し、報告する

9. 区管理土木施設の復旧優先度判定の実施

第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

10. 区管理土木施設の維持・復旧を行う
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  実 施 期 間
　　業 務 概 要

施設維持(復旧)計画を策定し、施設維持(復旧)を行う

国の災害復旧事業に関する調査を行う

災害復旧事業に関する国庫補助業務を行う
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第1章　復興体制の構築 

11. まちの復旧・復興状況の把握
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

⑤

⑥

社会公共施設等の被災・復旧状況の概要を把握する

復興計画の進行を管理する

まちの復興状況を公表する

都市復興状況を把握する

建築動向を把握する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  実 施 期 間
　　業 務 概 要

社会公共施設等の被災・復旧状況の詳細を把握する
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

12. 住民生活の再建状況等の把握

その他住民生活の再建状況等に関する情報を集約し、整
理する

各種支援施策の適用状況を集約する

                        実 施 期 間
  業 務 概 要

被災者生活の実態を調査する（フォロー調査）
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

1. り災証明発行の準備
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④り災証明書発行について広報する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

り災台帳作成の準備を行う

り災台帳を作成する

り災証明書発行体制を確保する
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

2. り災証明の発行

り災証明書の再発行を行う

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

住家被害状況の再調査を行う

り災証明を発行する
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

1. 震災復興計画の策定
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④震災復興計画を策定する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

震災復興基本方針を決定し、公表する

震災復興計画（案）を検討する

計画（案）を公表し、区民意見等を反映する
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第1章　復興体制の構築 

危機管理室と連携を密にするとともに、都や他区のほか、関係
機関との連携を図ることに留意する。

危機管理室と連携を密にするとともに、都や他区のほか、関係
機関との連携を図ることに留意する。

財政課は、財政計画を作成する。

関係各課 関係各課は、策定方針を受け、計画内容について企画課と調整
し案を作成する。

企画課
財政課
総務課
都市計画課
管理課

本部長は、震災復興計画の策定方針を関係各課に示し、計画の
作成を依頼する。

企画課 企画課は、計画案をとりまとめる。

財政課

都の震災復興計画や先行して進む可能性が高い都市計画等に関
する江東区都市復興基本計画（骨子案）と整合を図る。また、
江東区長期計画等既往計画に留意する必要がある。

本部長は、震災復興本部会議での審議後、震災復興計画を策定
し、公表する。

企画課
財政課
総務課
都市計画課
管理課

震災復興計画案を区民に提示し、区民の意見を反映する。

内閣府の「復興対策マニュアル」等を参考に、区民の意見を十
分に反映できる手法を検討する。

本部長
企画課
財政課
総務課
都市計画課
管理課
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

1. 財政方針の策定

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

応急復旧事業に関する財政需要を把握する

震災復興事業に関する財政需要を把握する

震災復興基本計画に関する財政規模を把握し、予算執行
方針を策定する
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第1章　復興体制の構築 
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2. 財源の確保

第1章　復興体制の構築 
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発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

起債に関する手続き

国庫補助金等の特例措置の要望

第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

①

②

③

④

3. 復興基金の創設

財団法人を設立し、事業を開始する

復興基金創設に係る予算措置をとる

財団法人を解散する

復興基金創設を決定する

                          実 施 期 間
  業 務 概 要
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

1. 人的資源の確保
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

派遣職員を要請する

応援職員を受入れ、調整する

臨時職員の雇用等を行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

職員配置を調整する
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1. 用地の確保・調整

第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

継続的に状況を把握し、調整する

被災状況・用地利用状況を把握する

用地需要を集約し、調整する
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第1章　復興体制の構築 

1．がれき等の処理の準備
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

⑤

がれき調査結果を基に、がれき処理基本計画を策定する

解体等受付窓口を設置し、住宅等の解体・撤去申請受付
を行う

がれきの発生量を推計し、がれき処理の需要を把握する

用地状況及び用地使用要否など、がれき仮置場用地調査
を行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

建物解体・がれき処理活動の体制を確保する
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第1章　復興体制の構築 

がれき処理基本計画の策定にあたっては、廃棄物処理や再資源化
などに関する法令に基づき、適切な処理を行う。
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

①

②

③

2. がれき等の処理の実施

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

建物解体・がれき処理を行う

がれき処理（再利用・最終処分）計画を策定する

がれきの運搬・搬出支援を行う
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

1. 復興関係広報の実施
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

広報計画を策定する

復興関係の広報を行う
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第1章　復興体制の構築 

相談事業の運営に伴う情報提供

2. 被災者総合相談所の設置
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③被災者総合相談所を廃止する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

被災者総合相談所を開設し、運営する

被災者総合相談所の開設準備を行う
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

1. 学校教育施設の再建
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

再建計画を策定する

被災度区分判定調査を実施する

応急修理・復旧を実施する

応急危険度判定を実施する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

被害状況を把握する

施設の継続使用が可能かどうかの判定を行う。
避難所として使用するかの判定を関連部署と協議する。

—　99　—



第1章　復興体制の構築 

—　100　—



第1章　復興体制の構築 

 

2. 授業の再開等

①
②
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

学籍変更手続受付及び転退学事務処理を行う

授業を再開する

応急教育のための受付相談窓口を設置する

応急教育計画の策定を支援する

学用品などを支給する
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

1. 文化・社会教育施設等の再建
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

建物設備の被災状況を調査し、報告する

利用状況・保有資料等の被害状況を調査する

応急復旧を実施する

再建計画を策定する
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

2. 文化財の復旧・復興支援
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

被災文化財所有者と協議する

復興基金の助成を検討する

復旧計画を作成する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

指定文化財等の被災状況を調査する

建築物の倒壊や文化財散逸の恐れがある場合は、それぞれの状況
に対応した緊急措置を講じる。

滅失により文化財としての価値を失ったものについて、所有者の
了承を得、指定・登録解除手続きの準備を行う。
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

1. 地域活動の支援
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

町会・自治会等の活動状況を調査する

支援内容を検討し、地域活動を支援する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要
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第1章　復興体制の構築 

2. 外国人への支援
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

外国人の被災状況を把握する

避難所等の外国人を支援する

外国人へ情報を提供する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

①

②

3. ボランティア等の活動支援

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

対策本部・ボランティア活動拠点を設置する

支援要請状況を把握し、ボランティア派遣を行う
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

①

②

③

4. 医療ボランティアの派遣

医療救護ボランティアを受入れ、配置等を調整する

医療ボランティアを派遣・管理し、活動を支援する

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

医療ボランティア派遣を要請し、受入体制を確保する
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第1章　復興体制の構築 

—　118　—



発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

①

②

③

5. 区民と区が連携した防犯対策の実施

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

関係機関等との連絡体制を確保する

防犯啓発を実施し、区民との連携体制を確保する

防犯パトロール団体の育成を支援する

第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 
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第1章　復興体制の構築 

1. 消費生活相談等の実施
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第1章　復興体制の構築 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

情報を集約し、提供する

相談窓口を設置する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     実 施 期 間
　　業 務 概 要
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第２章 都市の復興  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－　123　─



－　124　─



第2章　都市の復興

1. 都市復興基本方針の策定(都市復興に取り組む行政の姿勢の明示）

－　125　─



第2章　都市の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

決定し、公表する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

都等と協議し、調整する

都市復興基本方針（案）を作成する

－　126　─



第2章　都市の復興 

2. 第一次建築制限の実施　（無秩序な建築の制限）

－　127　─



第2章　都市の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③建築制限を実施し、相談窓口を開設する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

制限区域案を決定し、広報する

建築制限区域（案）を作成する

－　128　─



第2章　都市の復興 

－　129　─



第2章　都市の復興 

3. 時限的市街地の建設・運営 (暫定的な生活復興の場の確保)

①
②
③
④

－　130　─



第2章　都市の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

時限的市街地づくりの方針原案を策定する

時限的市街地を建設し、運営する

用地を確保し、配置計画を策定する

－　131　─



第2章　都市の復興 

－　132　─



第2章　都市の復興 

4. 復興対象地区の設定　（復興のための地区区分）

①
②
③

－　133　─



第2章　都市の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

地区区分を見直す

復興地区区分案を作成し、地区区分を設定する

復興対策基本図３（被害状況図）を作成する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

－　134　─



第2章　都市の復興 

－　135　─



第2章　都市の復興

1. 都市復興基本計画（骨子案）の策定
　　（都市復興の概略見取り図）

－　136　─



第2章　都市の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

都市復興基本計画(骨子案)を策定する

都市復興基本計画(骨子案)を公表する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

都市復興基本計画(骨子案)の原案を作成する

－　137　─



第2章　都市の復興

－　138　─



第2章　都市の復興 

2. 第二次建築制限の実施
　　（復興計画の合意形成のための時間確保）

－　139　─



第2章　都市の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

被災市街地復興推進地域の都市計画を決定し、告示する

第二次建築制限を実施する

被災市街地復興推進地域（案）を作成する

                          実 施 期 間
  業 務 概 要
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第2章　都市の復興 

－　141　─



第2章　都市の復興 

3. 復興まちづくり計画等の策定
　　（復興事業のためのまちづくり計画、都市計画）

－　142　─



第2章　都市の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

復興まちづくり計画原案等を作成する

復興まちづくり計画等を策定する
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第2章　都市の復興 

－　144　─



第2章　都市の復興 

4. 都市復興基本計画の策定（都市復興の全体見取り図）

－　145　─



第2章　都市の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

都市復興基本計画（案）を作成する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

都市復興基本計画を策定し、公表する

都市復興基本計画（案）を公表し、区民意見を聴取・反
映する

－　146　─



第2章　都市の復興 

1．復興事業の推進
　　（復興事業計画の策定、復興事業の円滑な実施）

－　147　─



第2章　都市の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

関係権利者の整理、調査・測量を行う

復興事業を推進する

復興事業計画を策定する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

特例措置を活用する
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第2章　都市の復興 

－　149　─



－　150　─



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3章 住宅の復興  
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第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

①

②

②

③

1. 区営住宅の被災度区分判定の実施

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

被災度区分判定実施体制を整備する

被災度区分判定を実施する

判定調査結果等を報告する

－　153　─



第3章　住宅の復興 

－　154　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

①

②

③

④

区の住宅復興計画原案を策定する

区の住宅復興計画原案を公表する

住宅復興計画を策定する

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

都の住宅復興計画原案に対し意見具申を行う

2. 住宅復興計画の策定

－　155　─



第3章　住宅の復興 

－　156　─



第3章　住宅の復興 

3. 住宅の全体必要量の算出

－　157　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④応急仮設住宅建設需要数を都に報告する

り災証明発行支援のための住家被害状況調査を実施する

応急仮設住宅建設需要数を算定する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

家屋・建築物被害概況調査（ざっくり調査）を実施する

－　158　─



第3章　住宅の復興 

4. 応急的な住宅の供給可能量の算出・供給量の算定

－　159　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

都に応急的な住宅の供給要請等を行う

用途別用地確保利用計画を作成する

住宅課
まちづくり推
進課

都に対し、応急仮設住宅、一時提供住宅の供給要請、割当依頼を
行う。

応急仮設住宅の建設可能用地を確保する

一時提供住宅を確保する

－　160　─



第3章　住宅の復興 

5. 恒久的な住宅の供給可能量の算出・供給量の算定

－　161　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

公的住宅供給可能量等を調査し、報告する

－　162　─



第3章　住宅の復興 

1. 被災住宅の応急修理

①
②
③
④

－　163　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

被災住宅の応急修理受付のための準備を行う

応急修理を行う被災住宅に関する調査を行う

被災住宅の応急修理工事を行う

応急修理受付窓口を設置し、申請受付を行う

－　164　─



第3章　住宅の復興 

－　165　─



第3章　住宅の復興 

2. 一時提供住宅の提供に係る要請・確保

－　166　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      実 施 期 間
　　業 務 概 要

一時提供住宅を確保する

－　167　─



第3章　住宅の復興 

3. 応急仮設住宅等の建設等

－　168　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

⑤

応急仮設住宅を建設・設置する

応急仮設住宅の建設用地調査を行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

応急仮設住宅建設に向けた準備を行う

応急仮設住宅建設計画を策定し、支援体制を確保する

応急仮設住宅を撤去する

－　169　─



第3章　住宅の復興 

－　170　─



第3章　住宅の復興 

－　171　─



第3章　住宅の復興 

4. 入居者の募集・選定・入居手続

－　172　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

入居者を募集する

入居者を選定する

入居手続きを行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

－　173　─



第3章　住宅の復興 

－　174　─



第3章　住宅の復興 

5. 応急仮設住宅入居者の管理

①
②
③
④
⑤

－　175　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

⑤生活環境を整備する

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

応急仮設住宅への住宅入居管理要領を策定する

応急仮設住宅の管理体制を確保する

応急仮設住宅へ入居者を受入れ、維持管理を行う

住民組織を育成する

－　176　─



第3章　住宅の復興 

－　177　─



第3章　住宅の復興 

6. 一時提供住宅入居者の管理

－　178　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②入居者調査の実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

入居者名簿の作成等、入居者管理

－　179　─



第3章　住宅の復興 

1. マンションの再建に対する支援

－　180　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

⑤

アドバイザーを派遣する

マンション建替えに対する助成事業を行う

既存不適格建築物等のマンション建替えを支援する

合意形成等に係る支援事業を実施する

マンション共用部分の改修工事を支援する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

－　181　─



第3章　住宅の復興 

－　182　─



第3章　住宅の復興 

2. 定住促進に向けた住宅再建・生活再建支援

－　183　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

支援事業の情報を提供する

－　184　─



第3章　住宅の復興 

3. 民間住宅の供給支援

－　185　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

民間マンション等の供給を支援する

－　186　─



第3章　住宅の復興 

4. 民間賃貸住宅入居者に対する支援

－　187　─



第3章　住宅の復興 

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

民間賃貸住宅入居支援事業を実施する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

－　188　─



第3章　住宅の復興

5. 住まい・まちづくり活動への支援

－　189　─



第3章　住宅の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

支援事業の情報提供

－　190　─



第3章　住宅の復興

①

②

①

②

③

③民間開発等による住宅供給を支援する

復興住宅供給協議会（仮称）に参画する

まちづくり支援事業に協力する

                         実 施 期 間
  業 務 概 要

6. まちづくりとの連携

－　191　─



第3章　住宅の復興

－　192　─



第3章　住宅の復興

7. 情報提供・相談体制の整備

－　193　─



第3章　住宅の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

東京住宅供給公社、都市再生機構、建築士会、税理士会、外国語
ボランティア等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

住宅相談窓口を設置する

住宅に関する情報提供・相談を行う

－　194　─



第3章　住宅の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

1. 区営住宅等の補修・補強

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

－　195　─



第3章　住宅の復興

－　196　─



第3章　住宅の復興

2. 公営住宅等の建替え、買取り・借上げ

－　197　─



第3章　住宅の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

公営住宅を再建する

買い取り・借り上げによる公営住宅整備を行う

－　198　─



第3章　住宅の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

公営住宅等の一時使用者への正式意向を調査する

入居者を募集する

入居者を選定する

3. 公営住宅等への入居者の募集・選定

－　199　─



第3章　住宅の復興

－　200　─



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 くらしの復興  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—　201　—



—　202　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

医療体制調査を行う

医療機関の復旧状況を把握する

医療機関の復旧状況に関する情報提供を行う

1. 医療機関の復旧状況に関する情報提供

①
②

③
④

—　203　—



第4章　くらしの復興

—　204　—



第4章　くらしの復興

2. 仮設診療所の設置支援

①

②

③

④

⑤

—　205　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

仮設診療所設置の必要性を検討する

仮設診療所の設置場所を調整する

関係機関との調整を行う

仮設診療所を設置する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

—　206　—



第4章　くらしの復興

1. 福祉活動関連情報の収集（福祉施設）

—　207　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

調査の実施準備を行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

地域福祉需要調査を実施する

調査結果を集計し、報告する

—　208　—



第4章　くらしの復興

2. 福祉活動関連情報の収集（児童施設）

—　209　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③要支援世帯名簿を作成し、調査結果を報告する

施設の被害状況を把握する

子育て支援に関する地域福祉需要を調査する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          実 施 期 間
　　業 務 概 要

—　210　—



第4章　くらしの復興

3. 一時入所の実施（福祉施設）

①

②

③

—　211　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

施設の被害状況を把握する

入所可能施設・受入れ可能人数を把握する

一時入所を実施する

入所者数を適正化する

—　212　—



第4章　くらしの復興

4. 一時入所の実施（児童施設）

—　213　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

①

②

③

④

⑤

緊急一時保育・入室を実施する

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

入所(室)者数を適正化する

一時入所(室)を実施する

入所(室)可能施設・受入れ可能人数を把握する

施設の被害状況を把握する

—　214　—



第4章　くらしの復興

—　215　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

①

②

③

福祉施設の被害状況を把握する

福祉施設の再開準備を行う

福祉施設の再建を支援する

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

5. 福祉施設の再建支援

—　216　—



第4章　くらしの復興

—　217　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

①

②

③

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

社会福祉施設の被害状況を把握する

社会福祉施設の再開準備を行う

社会福祉施設の再建を支援する

6. 社会福祉法人等の施設の再建支援（児童施設）

—　218　—



第4章　くらしの復興

—　219　—



第4章　くらしの復興

7. 在宅サービス体制の整備

—　220　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

要援護者の生活状況を確認し、支援を開始する

見守りを実施し、支援を継続する

—　221　—



第4章　くらしの復興

8. 災害援護資金の貸付

—　222　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③災害援護資金の貸付けを行う

災害援護資金の貸付に関する準備を行う

災害援護資金受付窓口を設置し、借入申込みを受付ける

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

—　223　—



第4章　くらしの復興

9. 災害弔慰金等の支給

—　224　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

災害弔慰金・災害障害見舞金支給に関する準備を行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

災害弔慰金・災害障害見舞金を支給する

災害弔慰金・災害障害見舞金の支給相談受付窓口を設置
する

—　225　—



第4章　くらしの復興

—　226　—



第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

①

②

③

10. 被災者生活再建支援金の支給

被災者生活再建支援金の申請受付を行う

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

被災者生活再建支援金を支給する

被災者生活再建支援金の申請受付窓口を開設する
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第4章　くらしの復興

—　228　—



第4章　くらしの復興

11. 義援金等の募集、配分
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第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

義援金・義援物資を募集し、受入・管理を行う

義援金・義援物資を交付（配布）する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

義援金・義援物資募集を決定し、義援金品の募集・受
領・配分などに関する準備を行う
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第4章　くらしの復興

地域振興課 義援金・義援物資配分管理表を作成する。

地域振興課 義援金交付申請受付及び書類審査(り災状況照合)を行う。

地域振興課 政・広報班に対し、義援金・義援物資配布に関する広報要請及び
要請事項について調整する。

地域振興課 区・輸送班に対し、義援物資の輸送要請及び要請事項について調
整する。

地域振興課 交付申請窓口設置並びに義援物資受入管理を行う。

地域振興課 義援物資の配布管理を行う。

地域振興課 輸送事項について調整する。
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第4章　くらしの復興

12. 生活保護世帯の訪問、巡回等による支援の実施
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第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

ケースワーカーによる巡回訪問を行う

要保護者を発見する

生活保護制度を周知する
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第4章　くらしの復興

1. メンタルヘルスケア

①
②
③
④
⑤

⑥
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第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年 2年

①

②

③

避難所等の巡回活動による被災者のメンタルヘルスケア
を行う

「こころのケア」を支援する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

被災住民に対する相談体制・医療情報提供を確立する
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第4章　くらしの復興

2 . 被災住民の健康管理
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第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

巡回活動による被災者の健康診断(相談)を行う

被災者健康管理計画を策定し、支援体制を確保する
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第4章　くらしの復興

東京都感染症対策の手引き

3. 防疫活動の実施
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第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

衛生管理、防疫の指導・措置を行う

防疫活動班を編成する
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第4章　くらしの復興

4. 食品・飲料水の安全確保
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第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

③

衛生指導を実施する

給水設備・施設の衛生状況を調査し、指導する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

水道施設の被害状況を確認する
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第4章　くらしの復興

5. 動物の保護管理
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第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④動物救護本部等を廃止する

飼養動物の同行避難に関する受け入れ体制等の整備

動物救護体制の整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

動物救護本部を設置する
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第4章　くらしの復興
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第4章　くらしの復興

6. 公衆浴場の営業状況に関する情報提供と再開支援
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第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

被災・営業状況を把握する

区民へ情報を提供する

営業再開に向け支援する
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第4章　くらしの復興

7. 生活衛生関係営業施設の営業状況に関する情報提供
　と再開支援(理容所・美容所、クリーニング所及び飲食店等)
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第4章　くらしの復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

営業施設の被災状況を把握する

施設の営業状況を把握し、情報提供・衛生指導を行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

営業再開に向け支援する
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第５章 産業の復興  
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第5章　産業の復興

1. 緊急対応事項選定のための状況報告

①
②
③
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

区内産業の被害状況を把握する

支援ニーズを把握し、都へ報告する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

—　252　—



第5章　産業の復興

2. 産業復興計画原案に対する都への意見及び調整

—　253　—



第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

産業復興基本方針案を作成する

産業復興計画原案に関する意見を整理し、調整する

産業復興基本計画案を作成する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要
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第5章　産業の復興

1. 都への人員派遣及び支援策の検討

①
②
③
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

現地調査班における分担業務を遂行する

被害・復旧状況に基づく支援策を検討し、実施する

現地調査班へ人員を派遣する

                          実 施 期 間
  業 務 概 要
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第5章　産業の復興

2. 取引状況調査に基づく支援策の検討
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

調査結果に基づく支援策を検討し、実施する
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第5章　産業の復興

3. 賃貸型共同仮設工場・店舗の設置・提供に向けた
　 検討体制の整備等

①
②
③
④
⑤
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③設置後の共同仮設店舗等を管理する

事業者へ周知する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

共同仮設店舗等の設置計画を作成する
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第5章　産業の復興

4. 資金需要の把握と関係金融機関への資金準備要請
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

資金需要を把握する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

融資制度活用案を検討する

制度融資の取扱い金融機関等へ資金準備を要請する
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第5章　産業の復興

5. 東京信用保証協会基本財産の造成支援
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

経済課

出えんのための財政措置をとる

信用保証協会の事業状況を確認する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

資金需要を把握する

財源を確保し、金融機関へ要請する

融資制度を周知する

                          実 施 期 間
  業 務 概 要

融資制度を検討する

6. 新たな支援制度の事業主等への周知

①
②
③
④
⑤
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第5章　産業の復興
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第5章　産業の復興

1. 情報の発信及び観光復興イベントの開催
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

③

④

観光施設等の被災状況を調査し、報告する

観光施設等の被害状況を把握する

観光施設等の応急復旧状況を把握する

観光イベント等の実施計画を検討する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      実 施 期 間
　　業 務 概 要
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第5章　産業の復興
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第5章　産業の復興

1. 雇用状況調査の分析結果に基づく支援策の立案等
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

②

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

雇用状況を整理・分析する

必要に応じ、新たな支援策を立案・実施する
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第5章　産業の復興

2. 事業者への雇用維持の周知
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

雇用維持を要請する
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第5章　産業の復興

3. 求人の確保
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

臨時職員の雇用等を行う
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第5章　産業の復興

4. 職業訓練施設の入校者募集の周知
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第5章　産業の復興

発
災

1
週
間

2
週
間

1
ヶ
月

2
ヶ
月

3
ヶ
月

6
ヶ
月
1
年
2
年

①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    実 施 期 間
　　業 務 概 要

入校者募集を周知し、情報を提供する
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あ

 応急仮設住宅
災害のため住家が滅失または破損し居住する住居を得られない者に対し、都と連携して提

供する住宅のこと。

 応急危険度判定
被災直後において、余震等に伴う家屋・住家の倒壊や落下物・転倒物が引き起こす二次災

害を防止するため、応急危険度判定員（都制度に基づく防災ボランティア）を活用して、建
物を当面使用できるかどうかを判定することをいう。
判定結果となる「調査済」（緑色）、「要注意」（黄色）、「危険」（赤色）のいずれかのステッ

カーを、建築物の出入口等の見やすい場所に表示し、当該建築物の利用者・居住者・歩行者
等に判定結果の周知を図る。

 応急教育計画
大震災に備えて事前に作成される、学校教育が正常に実施できるまでの間の教育計画のこ

とをいう。学校（園）施設・設備の被災状況、教職員及び児童・生徒等の被災状況、交通機
関の復旧状況等、諸般の状況を勘案し、休校、二部授業、他校の利用等を見直して作成す
る。

 応急修理
災害のため半焼又は半壊した住家を、自己の資力で応急修理のできない者に対し、日常生

活に欠くことのできない部分（居室、便所、台所、屋根等）を、一時的に風雨を避け得る程
度の必要最小限の修理を都と連携して行うことをいう。

か

 家屋被害台帳
り災証明発行のための住家被害状況調査の結果を集約し、整理したもの。
区市町村が作成した家屋被害台帳は、都が集約し、都全域について、被害状況図（ＧＩＳ）

及び家屋被害台帳を作成する。

 家屋・建築物被害概況調査
大地震発生後、７２時間以内に実施される調査で、街区単位の現地調査による家屋・建築

物の被害概況を把握するための調査のことをいう。ざっくり調査ともいう。
災害対策のあり方を検討していく上で、必要不可欠な調査であり、この調査結果は、応急

危険度判定の優先判定区域の選定や第一次建築制限区域の指定に必要なデータとなる。

 既存不適格建築物
建築当時は建築基準法等の法律の規定に適合していた建築物が、法令の改正等により、規

定に適合しなくなった建物のことをいう。違法建築物とは区別される。
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 江東区震災復興事業の推進に関する条例
区が大規模な地震による災害を受けた場合において、区民、事業者及び区が協働して、震

災復興事業を総合的かつ計画的に推進することにより、震災に強い活力のある市街地を形成
し、区民生活の安定と回復を図ることを目的とする条例をいう。条例では、復興本部の設置、
被害状況による復興対象地区の指定、復興対象地区内での建築行為の届出等を規定している。

さ

 災害対策本部
区の各地域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、江東区災害対策本

部条例施行規則第１条第１号の規定により非常配備態勢を発令する必要があると認めたとき
に設置される組織のこと。

 災害援護資金
｢災害弔慰金の支給等に関する法律｣の規定に基づき、災害救助法の適用を受ける自然災害

により被災した世帯主に対し、その生活の立て直しの一助となるよう貸し付ける資金のこと
をいう。

 災害弔慰金
｢災害弔慰金の支給等に関する法律｣の規定に基づき、暴風、洪水、地震等の異常な自然災

害によって死亡した区民の遺族に対し支給される弔慰金のことをいう。

 災害障害見舞金
暴風、洪水、地震等の異常な自然災害によって精神または身体に著しい障害を受けた区民

に対し支給される見舞金のことをいう。

 ざっくり調査
家屋・建築物被害概況調査のこと（「家屋・建築物被害概況調査」を参照）。

 市街地再開発事業
密集した木造老朽家屋等により生活環境が悪化した市街地において、細分化した土地を統

合し防災性を高めた共同建築物に建て替え、あわせて街路、公園・緑地やオープンスペース
等を整備して、安全で快適なまちに再生する事業のことをいう。

 時限的市街地
本格的な復興までの緊急避難的な生活の場として、応急的な住宅、店舗や事業所及び残存

する利用可能な建築物からなる市街地のことをいう。
時限的市街地は早急に解決することが望ましく、そのため公的住宅の先導的供給、共同・

協調建替え等を強力に推進することにより順次本設市街地への移行を進め、都市復興を実現
する。

 住家被害状況調査
被災市街地の全建物を対象に、全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊など被害状況等を把握

するための調査（第一次調査）と、その後必要に応じて実施する詳細な調査（第二次調査）
のことをいう。
復興のあり方を検討していく上で、必要不可欠であり、倒壊家屋の撤去、がれき処理計画、
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応急的な住宅等の供給計画及び住宅復興計画の策定、被災者の生活再建支援策の立案及び実
施に当たっての重要な基礎資料となる。
また、この調査結果は、り災証明の発行や各種復興施策適用に必要なデータとなる。

 震災復興基本方針
区民・事業者・区がまちのあるべき姿を共有するために、復興の目標となるレベル、復興

の方向性を明確にしたもの。
策定にあたっては、区政運営の総合的な指針である江東区基本構想に留意するとともに、

都の震災復興基本方針と整合を図る。
なお、「震災復興計画」及び「特定分野復興計画」は、この基本方針に基づき策定される。

 震災復興グランドデザイン
震災後、迅速かつ計画的な復興が図れるよう、あらかじめ復興都市づくりのあり方を都民

と共有しておくことを目的に、平成１３年５月に東京都が広域復興計画のモデルプランとし
て作成したものである。

 震災復興計画
復興に係る区の最上位計画として位置づけられるものであり、震災復興基本方針に基づき

策定される。作成過程において広く区民の声を聴き、その意見を反映する。
策定にあたっては、江東区長期計画等既往計画に留意するとともに、都の震災復興計画や

先行して進む可能性が高い都市計画等に関する江東区都市復興基本計画（骨子案）と整合を
図る。

 震災復興本部
応急復旧対策が一段落した段階で、市街地、都市施設等の震災被害から復興並びに住民生

活の再建等を支援する復興事業を総合的かつ計画的に実施するため、通常の行政組織とは別
に、臨時的措置として設置する組織体である。
区は、災害対策本部で震災復興本部の設置を決定した場合、被災後１週間程度を目途に震

災復興本部を設置する。

た

 第一次建築制限
都市計画または土地区画整理事業のために必要がある場合に区域を指定し、災害が発生し

た日から１ヶ月に限り、その区域内における建築物の建築を制限または禁止することをいう
（建築基準法第８４条）。
建築制限区域は、家屋・建築物被害概況調査による大被害地区を基本とするが、復興事業

を見通して合理的な区域を指定する。

 第二次建築制限
第一次建築制限期間内に復興都市計画の決定に至らず、さらに検討を要する区域について

制限を行うことをいう。
当該地区を被災市街地復興推進地域（被災市街地復興特別措置法第５条）に指定すること

により、一定の土地の形質の変更または建築物の新築、改築、若しくは増築をする場合は、
区長の許可が必要となる。地域を指定できる期間は被災した日から２年以内である。
建築制限区域は、重点復興地区を基本に、不良な街区形成のおそれがあり、事業等の導入
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が必要な区域を指定する。

 地域防災計画
災害対策基本法第４２条の規定に基づき、区防災会議が作成する本区の地域に係る地域防

災計画であり、区民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする基本計画で
ある。

 都市計画マスタープラン
都市計画法第１８条の２に位置づけられた「市町村の都市計画に関する基本的な方針」の

ことである。都が策定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マス
タープラン）」に即して定め、将来都市像やその具体化の方策である土地利用や都市施設など
の整備方針を示す、長期的かつ体系的なまちづくりの指針となる。また、区の基本構想及び
他の分野別計画などとも整合を保ちながら定め、環境や観光、防災など、他の施策を展開す
るにあたっての、まちづくり分野のガイドラインでもある。
そのため、区が行う都市計画やまちづくり事業の判断根拠となるとともに、区民や事業者、

国・都などとまちづくりのビジョンの共有を図り、多様な主体による協働のまちづくりを推
進するための指針ともなる。

 都市復興基本計画
具体的な復興施策を体系的に取りまとめた都市復興のマスタープランである。
復興都市づくりを円滑に始動し、行政・住民が共通の目標をもって進めていくため、基本

方針の考え方をより具体化したものとして、都市復興基本計画の骨子案を被災後２ヶ月以内
に策定する。その後、骨子案に復興まちづくりの進捗状況や復興の見通し等を反映し策定す
るものが都市復興基本計画である。策定にあたっては、東京都都市復興基本計画の内容と整
合を図る。

 都市復興基本方針
復興の理念や目標等の基本的な考え方とともに、被災した都市基盤施設や市街地の復興及

び被災者の生活再建のための住宅供給に関する大まかな方向性を示したもの。被災後速やか
に区民に提示する。

 土地区画整理事業
土地区画整理法に基づき、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るために行われる、

土地の区画形質や公共施設の整備に関する事業である。

は

 被災市街地復興推進地域
重点復興地区及び復興促進地区内において、土地の形質の変更又は建築物等の新築、改築

若しくは増築を制限する必要がある地域のこと。被災市街地復興特別措置法（平成７年法律
第１４号）第５条第１項の規定に基づき、都市計画に定めることができる。

 被災市街地復興特別措置法
大規模な火災、震災その他の災害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図る

ため、被災市街地復興推進地域及び被災市街地復興推進地域内における市街地の計画的な整
備改善並びに市街地の復興に必要な住宅の供給について必要な事項を定める等特別の措置を
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講ずることにより、迅速に良好な市街地の形成と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉
の増進に寄与することを目的とした法律のこと。平成７年の阪神・淡路大震災を契機に制定
された。

 被災者生活再建支援法
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、都道府県が相互扶助の

観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給することにより、住民の生
活の安定と被災地の速やかな復興を支援することを目的とした法律のこと。

 被災者生活実態調査
被災後のくらしの復旧に向けた対策を展開するために実施する調査のことをいう。
住宅対策や福祉対策等を講じるため、被災前後の状況、今後の住宅や生活再建意向等につ

いて把握する。調査の対象は、避難所滞在者、自宅残留者、域外への避難者等の全被災者（世
帯）である。また、再建のための支援ニーズ等を把握するために、商店や事業所の被害状況
も把握する。

 被災者総合相談所
被災者の様々な生活上の不安や問題を少しでも解消し、その生活の再建と安定を支援する

ために設置される、総合的な相談窓口のことをいう。苦情または要望等を聴取し、その解決
を図るほか、必要に応じて関係機関に連絡し、連携して対応することで、被災者の生活の確
保を図る。

 被災度区分判定調査
施設・設備の損傷の程度・状況を的確に把握し、補強、補修あるいは取壊しの必要につい

て判断するために、応急危険度判定による緊急的対応を講じた後に行う調査のことをいう。
被災度区分判定調査は「震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針」（国土交通省

住宅局建築指導課）に基づき実施する。（資料３ １～４参照）

 復興地区区分
被災市街地の復興を被害の程度及び都市基盤整備状況などに応じて計画的に進めるために

設定される地区のことをいう。
復興対象地区として指定できるのは、以下の３種類である。
①重点復興地区：震災により、建築物等の集中的倒壊若しくは面的焼失又は都市基盤施設

の損壊等の壊滅的被害を受け、震災復興のための建築物等の更新（震災
に強い市街地の形成を促進するため、耐震性及び耐火性の高い建築物等
の新築、改築又は増築を行うことをいう。以下同じ。）及び都市基盤施設
の整備（以下「都市基盤施設の整備等」という。）を緊急かつ重点的に行
うことが必要な地区

②復興促進地区：震災により、相当数の建築物等が倒壊又は焼失し、かつ、その地区内の
一部の地域が、建築物等の集中的倒壊若しくは面的焼失又は都市基盤施
設の損壊等甚大な被害を受け、当該地域を含めた都市基盤施設の整備等
を一体的に行うことが必要な地区

③復興誘導地区：震災により、建築物等が倒壊又は焼失し、当該建築物等の更新を誘導す
ることが必要な地区
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 復興本部会議
復興に係る区の政策決定機関として、震災復興本部に設置する。構成は、本部長（区長）、

副本部長（副区長・教育長）、本部員（関係各部部長）である。復興基本方針及び復興計画
の策定等が主な決定事項となり、復興事業に係る進行管理、調整等の結果は、この会議にお
いて報告・承認する。

 復興まちづくリ計画
都市復興基本計画（骨子案）で示された都市づくりの骨格部分を踏まえ、個別地区の復興

施策の具体化を図ったものをいう。
復興まちづくり計画等は、地区の全体像を明らかにする復興まちづくり計画と、それを実

現するための個々の事業について復興都市計画、修復型事業計画からなり、復興地区区分に
応じて策定を進める。

ま

 マグニチュード
地震を引き起こしたエネルギーの規模を表す。数値が大きいほど規模は大きくなる。Ｍで

も表される。関東大震災ではＭ７９、阪神・淡路大震災ではＭ７３、東日本大震災ではＭ９０
だった。

 メンタルヘルスケア
被災によるショックや平常時とは異なる生活環境等による被災者へのストレスや精神的ダ

メージ（ＰＴＳＤ：心的外傷後ストレス障害）および、それによる身体への影響を防ぐため
の、被災者への精神的な支援のことをいう。

ら

 り災証明書
被災状況の現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災

者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる家屋等の被害程度について証明するもの
をいう。

一部、東京都「震災復興マニュアル 復興プロセス編（平成１５年３月）」を参考に作成。
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